
初回無料相談（1時間）受付中 お問い合わせください

　　　  info@mediationcenter.jp
予約受付　   070-1479-1777（月曜日 10時～17時） 
※ご相談内容の秘密は厳守いたします。

http://tokyo.mediationcenter.jp/

トラブルトラブルトラブルに

　したくない

どうしたらいいの？
こんなこと…

【近隣とのこと】 上の部屋の住人から「音がう
るさい」と苦情を言われ、静かにしていても嫌
がらせをされる。
何を考えているのかわからない！

ご近所
のこと

苦情・

いやがらせ

親子・夫婦
とのこと

騒音

ペットの

鳴き声・ニオイ

会社・学校
でのこと

…でも解決したい
あなたへ

＜ご注意事項＞

ご相談のお取り扱い範囲

　対応できる内容
　マナー、気づかい、習慣、気持ちなどの問題
　（例） ・ 近隣同士のマナーに関するもめごと

　　　 ・ 家族の家事分担に関するもめごと など

　対応できない内容
　（例） ・ 相手に慰謝料を払って欲しい

　　　 ・ 部屋を退去してほしい など

　　　 金銭、契約、不法行為に関すること（法律事務に関わること）

※もしご相談の内容がお取り扱い範囲外の場合は、他の相談先
　をご紹介する場合もあります。

＜お約束＞

・ご相談内容の秘密を守ります。

・常に中立な立場でいます。

・安全に話し合いができるようにします。

【近隣とのこと】 隣の家の犬がよく吠え、臭いも
ヒドイ。注意したいが逆恨みされそう…

【職場でのこと】 後輩のミスをきつく言い過ぎて
から避けられるようになり、 仕事がやりづらい。
謝りたくはないがなんとかならないか。

【家族とのこと】 冷静に話し合いたいのに、
全く聞いてくれず、いつも喧嘩になってしまう。
もう家を出るしかない！？

【施設でのこと】 いくら言ってもルールを守って
くれない利用者さんがいる。他に行く所もない
ので助けたいけれど、このままじゃ…

“法に触れない”ならガマンするしかない？

どうしたらいいの？
こんなこと…

「メディエーショ ン」 によって

おたがいが納得できる解決 を

めざします

気になる身近な “ 悩みごと ”
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「となりの人の音で困っている」というような“身近な困りごと”は、解

決の糸口を見つけることが難しく、多くの方が「我慢をする」「引っ越

しをする」ことを仕方なく選ぶしかありませんでした。私が勤務して

いたボランティア団体での相談業務でも、実際にそのような相談は

多く、ついに暴力事件になってしまったのを目の当たりにしたことか

ら、この大きな地域課題を何とか解決できないかと模索していました。

その中で出会ったのが「メディエーション(Mediation)」でした。アメ

リカやイギリスなどでは、NPOや裁判所の一部機関でこの手法を

使って近隣トラブルの解決を図っていることを知り、2011年から各

国へ研修に行き、取り組みを学んで来ました。

実際の「メディエーション」の体験はとても興味深いもので、「メディ

エーター」を介して話し合いをしてみると、感情のやりとりや状況の

共有が行われ、思ってもいなかったような解決や仲直りが行われ

ていました。大半がお互いにとって納得でき、悪くない結果が得られ

ていて、こんな風に解決できるのかと驚きわくわくしたことを今も思

い出します。

これまでの相談活動の経験から、日本でもこの方法が活かせると感

じ、東京メディエーションセンターを立ち上げることを決心しました。

どうせ引っ越してしまうなら、どうせやめてしまうなら、どうせ別れて

しなうなら、一度相手に自分の事情と気持ちを伝えてみませんか？

それはきっと、関係を改善させるきっかけになるでしょう。

安心して暮らせる毎日のために、私たちはお手伝いしたいと思って

います。

おたがいの事情を知るだけで

解決につながる場合があります。 

「メディエーター」が間に入ることで

冷静に話がしやすくなります。

一般社団法人 東京メディエーションセンター  代表理事
鈴木  佑輔

［東京メディエーションセンター］では専門の

研修を受けた者がメディエーションをいたします。

裁判によらない紛争解決方法の１つで、欧米では一般的に
広く行なわれ、公的な機関でも活用されています。

これまでの紛争解決の多く
は、権威を持つ者や専門家に
判断を仰ぎ、決定された裁決
を当事者達が受け入れるとい
うものでした。
「メディエーション」はそれら
とは違い、中立な第三者「メ
ディエーター」の進行により、

「メディエーション」とは
  mediation（自主交渉援助型調停）

当事者同士がお互いの意見や事情を聞き合い、希望をすり
合わせることで解決をはかります。

メディエーター
事情を話す

話し合う

相談者 相手
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３

事情を話す

お互いが納得できる解決を得られるので、

その後も関係が続く ご近所、家族、職場、学校などの

もめごとに適しています

「メディエーター」が入ることで…
● 話し合いの機会をつくることができます
● 自分の言いたいことを最後まで伝えられます
● 相手の話を納得するまで聞くことができます
● 解決するまで話すことができます

Tokyo Mediation Center

メール又はお電話で相談日をご予約ください

お会いしてお話を伺います 

※今後の流れを詳しくご説明いたします。

もめごとの相手の方のお話を伺います

あなたともめごとの相手とメディエーターの三者

で話し合います※お互いに安心できる場所で行います

話し合いの結果、双方で決まったことを書面に

残し、終了です

受付〜メディエーションの流れ

受付

初回相談 （1時間）

お申し込み （料金のお支払い）

相手の方との面談 ※省略する場合もあります

メディエーション

1.

2.

3.

4.

5.

※その後、問題があれば再度ご相談、メディエーションをおこないます

１件につき ３０，０００円 （交通費・消費税別途）

（相談料10,000円＋メディエーション料10,000円＋事務手数料10,000円）

※メディエーションは計２回まで。

※費用はお申し込み時にお支払いいただきます。

※メディエーションに至らなかった場合は10,000円返還いたします。

※メディエーションのみの場合は20,000円。

費 用


